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最
優
限
の

住
環
境
維
持
に
め
こ

椿
峰
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
は

１。
月
２９
日
の
椿
峰
協
定
委
員

会
と
合
同
の
委
員
会
に
お
い

て
、
か
ね
て
よ
り
検
討
を
進
め

て
き
ま
し
た
地
区
計
画
化
に
つ

い
て
の
提
案
を
正
式
に
所
沢
市

に
対
し
て
行
う
こ
と
を
決
議
い

た
し
ま
し
た
。

今
後
は
市
役
所
の
方
で
、
都

市
計
画
の
決
定
手
続
き
が
な
さ

れ
、
・約
１
年
後
に
正
式
に
地
区

計
画
が
発
効
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

提
案
す
る
地
区
計
画
の
内
容

は
、
今
ま
で
の
椿
峰
協
定
を
継

承
す
る
も
の
で
す
。
椿
峰
協
定

失
効
を
間
近
に
控
え
、
住
環
境

の
質
の
低
下
、
資
産
価
値
の
下

落
が
懸
念
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

実
質
的
に
椿
峰
協
定
の
ル
ー
ル

が
今
後
も
存
続
す
る
こ
と
で
、

と
り
あ
え
ず
、
最
低
限
の
手
だ

て
は
打
つ
こ
と
が
で
き
た
と
言

え
る
で
し
よ
う
。

今
き
で
の
経
緯

今
年
の
Ｈ
月

２４
日
を
も

つ

て
椿
峰
協
定

。
建
築
協
定
、
来

年
６
月
９
日
を
も
つ
て
同

。
緑

椿
峰
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
地
区
計
画
化
の
提
案
提
出
を
決
定

ご
協
力
あ
ιｌ
が
こ
う
ご
ざ
い
き
し
た

地
協
定
が
失
効
す
る
に
あ
た
り
、

椿
峰
協
定
委
員
会
の
発
案
に
よ

り
、
椿
峰
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
は

共
同
で
椿
峰
協
定
失
効
後
の
ル
ー

ル
の
あ
り
方
に
つ
い
て

いｏ
い０
年

よ
り
検
討
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

７
年
間
の
調
査
研
究
を
経
て
、

今
年
２
月
か
ら
４
月
に
か
け
椿
峰

ニ
ユ
ー
タ
ウ
ン
土
地
区
画
整
理
区

域
の
全
地
権
者
の
方
々
へ
地
区
計

画
策
定
に
関
す
る
意
向
調
査

（ア

ン
ケ
ー
ト
）
を
実
施
し
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
椿
峰
協
定
を
基
本

的
に
継
承
す
る
地
区
計
画
を
こ
の

地
域
に
設
定
す
る
こ
と
が
、
地
権

のスケジュール今後

沐
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住
民
案
の
提
出

驀
　
市
の
都
市
計
画
告
示

警
　
市
の
都
市
計
画
審
議
会

縦
覧
意
見
を
参
考
に

都
市
計
画
案
の
作
成

驀
　
説
明
会
の
実
施
（市
主
催
）

市サイドの手続き

驀
　
原
案
の
縦
覧

秦
　
原
案
の
作
成

椿峰
まちづくり協議会

市からの諮問事項への対応
(随時)

者
の
意
向
で
あ
る
と
の
結
論
に

達
し
ま
し
た
。

提
案
の
内
容

提
案
内
容
は
今
年
の
ア
ン
ケ

ー
ト
で
地
権
者
の
方
々
に
お
尋

ね
し
た
内
容
に
落
ち
着
き
ま
し

た
。
２
ペ
ー
ジ

（裏
面
）
に
椿
峰

協
定
の
条
文
に
対
応
し
て
、
継
承

す
る
も
の
、
廃
止
す
る
も
の
を
ま

と
め
て
い
ま
す
。

今
後
の
予
定

地
区
計
画
発
効
ま
で
の
ス
ケ

ジ

ュ
ー
ル
は
左
上
の
図
に
あ
る

よ
う
に
、
市
役
所
に
よ
る
都
市
計

画
手
続
き
に
移
り
ま
す
。
約
１
年

か
け
て
、
市
主
催
の
説
明
会
や
案

の
縦
覧
な
ど
が
行
わ
れ
ま
す
。

新
築
棄
件
の
審
査

地
区
計
画
が
発
効
し
た
後
、
椿

峰
ニ
ユ
ー
タ
ウ
ン
内
の
新
築
案
件

に
つ
い
て
は
市
役
所
に
よ
る
審
査

が
行
わ
れ
ま
す
。
■
月
２５
日
建

築
協
定
失
効
以
降
、
地
区
計
画
発

効
ま
で
は
ル
ー
ル
が
存
在
し
な
い

期
間
に
な
り
ま
す
が
、
地
区
計
画

が
発
効
す
る
前
提
で
、
ル
ー
ル
を

順
守
し
て
も
ら
う
よ
う
市
役
所
か

ら
の
指
導
が
な
さ
れ
ま
す
。

建
築
主
か
ら
の
要
望
が
あ
れ

ば
、
椿
峰
協
定
委
員
会
が
審
査
を

行
い
ま
す
。

今
後
の
椿
峰
の
春
ぢ
づ
く
＝
に
つ
い
て

さ
て
、
地
区
計
画
化
の
提
案
ま

で
こ
ぎ
つ
け
た
わ
け
で
す
が
、
今

年
３
月
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
も
今

後
の
椿
峰
の
行
く
末
に
つ
い
て
、

不
安
の
コ
メ
ン
ト
が
た
く
さ
ん

あ
り
ま
し
た
。

当
面
の
資
産
価
値
の
低
下
を

防
げ
た
と
し
て
も
、
住
民
の
高
齢

化
、
住
宅
の
老
朽
化
な
ど
に
よ
る

街
の
劣
化
は
進
む
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
人
口
減
少
の
日
本
に
お
い

て
、
過
去
の
高
度
成
長
期
の
よ
う

な
新
た
な
投
資
を
呼
び
込
み
、
再

開
発
を
行
う
こ
と
は
望
む
べ
く
も

あ
り
ま
せ
ん
。

縮
小
す
る
経
済
に
合
わ
せ
た
持

続
可
能
な
姿
を
探
っ
て
い
く
こ
と

が
喫
緊
の
課
題
だ
と
考
え
ま
す
。

★
予
想
さ
れ
る
街
の
劣
化
と
は
ど

の
よ
う
な
も
の
か
？

★
街
の
劣
化
に
よ
り
ど
の
よ
う
な

問
題
が
発
生
す
る
か
？

★
街
の
劣
化
に
対
処
す
る
た
め
に

（
Ｐ２
に
続
く
）

約一年間

案
の
縦
覧
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椿峰協定による規制事項 地区計画提案

建築協定

区域内における建築物等の位置、構造、用途、形態等は、

(― )建築物の外壁又はこれにかわる柱の面から隣

準

(1)隣地境界線まではlm以 上とする.ただし、建築物に付属する物置その他これに類する建築物
で軒の高さが23m以下、かつ床面積の合計が5m以下のものであるもの、若しくは自家用
車庫で床面積の合計が30而以下であるものについてはこの限りではない.

継承する

(2)道路境界線までは高さ10mを超2登建螢嘘崖
1に

ついては2m以上とし、その他について
は1.2m以上とする.

継承する

(3)緑道境界線までは、緑道に面する敷地については5m以上とする。 継承する

(二 )建築物の建築面積の敷地面積に対する割合 (建ぺい率)は 10分の4以下とする 継承する

(三 )道路境界線における囲いは、風致を損なわぬよう生垣又は高さ1.5m以下の鉄柵、金網柵等
で透視可能な開放的フェンスとする。なお、開放的フェンスに基礎を構築する場合の基礎の
高さは設置する地上面から60cm以下とする_

継承する

(四 )門 は道路境界線からlm以 上離すものとする。ただし、そでの部分については
この限りではない。

継承する

(五 )敷地を分割する場合には、分割された後の各々の整地面積は150r以上とする。 継承する

(六 )集合住宅においては、軒の高さは15m以下とする。 廃止する

(七 )第 1種中高層住居専用地域において、倉庫及び物品販売業を営む店舗の用に供する建築物
の建築を行う場合は次の各号による。

(1)倉庫にあっては、自家用のもので床面積の合計が100耐以下の建築物のみ建築できるもの
とする。

法改正により建築
不可となっている

(2)物 品販売業を営む店舗にあっては、この用途に供する床面積の合計が300m以下の
律 築 物 のみ 奎 築 できるキ,の とす る _

廃止する

緑地協定

緑化に関する事項

第5条 第1条の目的を達成するため緑化に関する事項を次のとおり定める。

(― )こ の協定区域内の中心部を横断する緑道の両端から水平距離で5mの範囲は植樹帯緑地
とし、緑化に努め建築物 (門、塀を除く)を建築してはならない。

継承する

(二 )宅地については敷地面積の20%以上を緑化するものとする。
(但 し、民有緑地を含む宅地についてはそれ以外の宅地の緑化率の減免規定あり)

継承する
(減免規定は削除する)

(三 )樹木、芝生、草花 (以下「樹木等」という。)の植栽場所は主として敷地外周を優先するものと
する。

努力規定は規制とせず
整備目標として継続

(四 )法面は緑化に努めるものとし、高さ1.5m以 上の擁壁を築造する場合には原則として水平距離
で最低lm以上の緑地帯を設けるか、又はつた類及び緑化ブロック等により擁壁面の縁化に
努めるものとする_

継承する

(五 )幹線道路 (中 員9m以上)に 面する法面は原則として自然法面とし擁壁を築造する場合には

極力緑化ブロック等として緑化に努めるものとする。
継承する

(六 )樹木は協定区域内の緑を豊かにするばかりではなく、近隣の環境保全に役立つことが必要で
あるためそれに滴する樹木を選ぶものとする̂

努力規定は規制とせず
整 備 目標 として糸昧糸亭

(七 )道路 (第 1号の緑道を含む)境界における柵は生垣又は高さ1.5m以下の鉄柵、金網柵等の
透視可能な開放的フェンスとする。開放的フェンスの場合には、フェンスに沿って巾06m以上
の樹木等の植栽をするものとし、隣地境界においても同様に緑化に努めるものとする。

継承する

椿峰の今後 を考 える会

(準備会)開催案内

日時 : 2024年 1月 21日 (日 )

10100～ 12:00

場所 :椿峰コミュニティ会館本館

大集会室

予約不要、どなたでも奮つてご参加くだ

さい。問合せ :南林 090-5759-8439

科 目 科 目備 考 備 考

都市計画法の制度上

努力規定は規制とせず

できない
(八 )植栽はこの協定の期間内に完成した建築物の完成後2年以内に行うものとする。

まこの協定の目的が達せられるよう、樹木等の維持管理に努めなければ

椿峰まちづくり協議会

決算額 (円 )

椿峰協定委員会

決算額 (円 )

収 入

花と緑部会収入―補助金

椿峰地図販売収入

寄付金その他

前期繰越金

収入計

75,000緑のパー トナーンツプ制度 :市 から補助金

1,200

2,002シ ルバー人材センターから野菜市賛助金

270,759

348,961

その他収入

前期繰越金

収入計

臨時会費 54.000協 定書査、協定書販売

支 出

花と緑部会支出

印刷費

雑費その他

支出計

75,0001花苗代

13,5001ま ちづくりニュース31号、32号 印刷費

7,678会 議室使用料、サーバー使用料他

96,178

印刷費

通信費

雑費その他

支出計

次期繰越金 252,783 914,753次期繰越金

凡 例

― 1幹線道路

餞` ‐・ =1縁道

___t情 購ニュータワン‐~‐
:土範区函薬理墓糞区遇

地区計画を設定する区域

*1現協定では現在集合住宅が建つている敷地

のみについて指定されていますが、今後、10

m以 上の建築物が建設される可能性のある

敷地も適用されるべきものとしています。

椿峰協定条項と地区計画案

2022年度会計報告

椿峰まちづくり協議会

椿峰協定委員

（今
後
の
椿
峰
の
ま
ち
づ
く
り

に
つ
い
て
Ｐｌ
か
ら
続
く
）

住
民
の
合
意
形
成
、
意
思

決
定
の
仕
組
み
が
必
要
な

の
か
？

☆
住
民
自
治
の
仕
組
み
が
必

要
な
場
合
、
ど
の
よ
う
な

形
態
が
望
ま
し
い
の
か
？

☆
住
民
自
治
と
行
政
の
関
係

等

々
、
考
え
な
く
て
は
な

ら
な
い
こ
と
、
調
査
研
究

が
必
要
な
こ
と
が
色

々
あ

り
そ
う
で
す
。

椿
峰
ま
ち
づ
く
り
協
議
会

は
今
後
の
椿
峰
の
課
題
に
つ

い
て
検
討
を
行
う
会
を
発
足

さ
せ
た
い
と
考
え
ま
す
。

当
面
、
ど
の
よ
う
な
進
め

方
が
良
い
か
な
ど
も
含
め
、

準
備
会
的
な
も
の
を
開
催

し
、
検
討
の
糸
日
と
し
た
い

と
思
い
ま
す
。

（下

。
開
催
案
内
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。
）

会
計
報
告

１０
月

２９
日
の
合
同
委

員
会
で
は
椿
峰
ま
ち
づ
く

り
協
議
会
及
び
椿
峰
協
定

委
員
会
の

Ｎ
ｏＮ
Ｎ
年
度
会

計
報
告
が
行
わ
れ
ま
し

た
。

（下
表
）

手
持
ち
資
金
が
限
ら
れ

る
た
め
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
関
係
に
つ
い
て
は
椿
峰

協
定
委
員
会
か
ら
支
出
さ

れ
ま
し
た
。

9利息

1,082,749

1,136.758

141.115ア ンケー ト印刷、会議資料コピー他

35.210ア ンケー ト送付、回収配達料

45,680会
=室

使用料、事務用品他
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